
議案第９０号 東部大阪都市計画星田西第１地区 地区計画の区域内における建築物の制限に
関する条例の一部を改正する条例について

１．条例改正の目的

東部大阪都市計画星田西第１地区 地区計画の変更に伴い、建築物の緑化率の最低限度
等所要の改正を行う。

２．条例改正の主な内容

※東部大阪都市計画星田西第１地区地区計画の変更により、公園緑地面積が増加することか
ら、建築物の緑化率を緩和するもの。

参考資料 都市まちづくり部都市まちづくり課

３．施行日

公布の日

変更前変更後

敷地面積の２５％以上敷地面積の２０％以上

・建築物の緑化率の最低限度について（第１２条関係）

・低層住宅地区の用途の制限について（別表関係）

低層住宅地区の住宅において住宅の建築できる用途を明確にするため、建築できる建築物の
種類から３戸建て以上の長屋を除くものとする。



議案第９０号 東部大阪都市計画星田西第１地区 地区計画の区域内における建築物の制限に
関する条例の一部を改正する条例について

４．地区計画変更内容（区域、地区施設関係）

参考資料 都市まちづくり部都市まちづくり課

公園

緑地

低層集合
住宅地区

低層住宅地区

道路

道路

緑地

公園

公園

道路

道路

低層集合
住宅地区

低層住宅地区

【変更前】 【変更後】



議案第９０号 東部大阪都市計画星田西第１地区 地区計画の区域内における建築物の制限に
関する条例の一部を改正する条例について

４．地区計画変更内容（地区整備計画など）

参考資料 都市まちづくり部都市まちづくり課

①地区計画区域面積

【変更前】 約1.3ha

【変更後】 約1.2ha

②流出抑制施設（調整池・沈砂池等）の設置について

【変更前】 －

【変更後】 計画書に「その他当該地区の整備、開発及び保全に

関する方針」欄を追加し、内容を記載

③地区施設の配置及び規模

【変更前】 地区施設公園・緑地 地区施設公園 ５５０㎡
緑地 ３５２㎡

【変更後】 地区施設公園・緑地 地区施設公園１号 ７６１㎡
地区施設公園２号 ２８８㎡
地区施設緑地 ２７９㎡



議案第９０号 東部大阪都市計画星田西第１地区 地区計画の区域内における建築物の制限に
関する条例の一部を改正する条例について

４．地区計画変更内容（地区整備計画）

参考資料 都市まちづくり部都市まちづくり課

⑤地区の区分 地区の面積（低層住宅地区）

【変更前】 約1.0ha

【変更後】 約0.9ha

⑥低層住宅地区の建築物等の用途の制限について

【変更前】 住宅

【変更後】 住宅（３戸建て以上の長屋を除く。）

※低層住宅地区の住宅において住宅の建築できる用途を明確にするため、建
築できる建築物の種類から「３戸建て以上の長屋を除く。」を追記

⑦建築物の緑化率の最低限度について

【変更前】 敷地面積の２５％以上

【変更後】 敷地面積の２０％以上

※公園緑地面積が増加することから、建築物の緑化率を緩和するもの。



別記様式第３号（第８条関係） 
【議会基本条例第 10 条第 1 項関係】 

政策等情報の説明資料  
         令和７年１２月定例会 

議案の 
件 名 

議案第９０号 
東部大阪都市計画星田西第１地区地区計画の区域内にお

ける建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

政策等 
の区分 

計画 ・ 事業 ・ 条例 
その他（         ） 

〈政策等の概要〉 〈他の自治体の類似する政策等との比較〉 
建築基準法第６８条の２第１項及び都市緑地法第３９条第１項の規定に基づき、東部大阪都市

計画星田西第 1地区地区計画の区域内における建築物に関する制限及び建築物の緑化率の最低

限度を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。 
 

 
 

〈財源措置の状況〉 (単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入) (単位：千円) 
総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源 

      

〈政策等を必要とする背景〉 〈将来にわたる効果及びコストの状況〉 
星田西第１地区は、平成２２年の第二京阪道路の開通によって、広域アクセス性が向上した

ことから、当該地区周辺で土地利用転換が見受けられており、周辺環境への影響や都市のスプ

ロール化が懸念されていることから、立地特性を活かしつつ、周辺の環境に調和した良好な住

宅地としての形成を図るため、平成２８年１２月地区計画の決定が行われている。 
今回、東部大阪都市計画星田西第１地区地区計画の変更により、防災機能を持つ公園の整備

が可能となることに鑑み、建築物の緑化率の最低限度等について改正するもの。 

条例を制定することにより、交通利便性を活かした良好な都市環境を誘導することが期待できる。 
 
 
 
 
 

〈提案に至るまでの経緯〉 〈総合計画等の整合〉 
「東部大阪都市計画星田西第１地区地区計画の変更」について、令和７年１１月１３日に都市

計画審議会を開催し、原案のとおり承認された。 
 
 

まちづくりの目標 
政策分野または経営方針 
施策 

目  標 ４．みんながつどい交流し、活力が生まれるまち 

分野・方針 １５．都市環境・住環境 

施  策 １．秩序ある市街地と良好な都市環境の形成・充実 

○その他の計画（該当する場合のみ） 

 計画名称 都市計画マスタープラン 

〈市民参加の状況〉 策定年度 令和５年度 

 有 ・ 無 （パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。） 計画期間 令和５年度～令和１４年度 
条例の制限内容を定めた計画である「星田西第１地区地区計画」の変更にあたり、都市計画法

第 17 条の規定に基づき『都市計画の変更の案の縦覧』を令和７年１０月２３日から令和７年

１１月６日までの２週間、公衆の縦覧に供し、広く市民に意見を求めた。 

〈政策等の実施時期〉 公布の日 
担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称） 

都市まちづくり部 都市まちづくり課  有 ・ 無   （新旧対照表等） 

 



 

東部大阪都市計画星田西第１地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成２９年条例第３号）新旧対照表 

新 旧 

（緑化率の最低限度） （緑化率の最低限度） 

第１２条 低層住宅地区及び低層集合住宅地区において、建築物の新

築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を１０分の２

    以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の

維持保全をする者についても、同様とする。 

第１２条 低層住宅地区及び低層集合住宅地区において、建築物の新

築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を１０分の

２．５以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物

の維持保全をする者についても、同様とする。 

（違反建築物に対する措置） （違反建築物に対する措置） 

第１５条 市長は、第１２条の規定、第１３条第３号      に掲げる

建築物に係る許可に付された条件又は第１４条の規定に違反して

いる事実があると認められるときは、当該建築物の新築若しくは増

築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反

を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 

第１５条 市長は、第１２条の規定、第１３条第３項第３号に掲げる

建築物に係る許可に付された条件又は第１４条の規定に違反して

いる事実があると認められるときは、当該建築物の新築若しくは増

築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反

を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 

別表（第４条～第８条関係） 別表（第４条～第８条関係） 

地区名 用途の制限 容積率 建ぺい率 敷 地 面

積 の 制

限 

建 築 物

の 高 さ

の制限 

低層住

宅地区 

次の各号に掲げる建

築物以外は建築しては

ならない。 

（１） 住宅（３戸建

て以上の長屋を除

く。） 

（２） 共同住宅 

１０分の

１０ 

１０分の

５ 

１ ８ ０

平 方 メ

ートル 

１ ０ メ

ー ト ル

か つ 当

該 部 分

か ら 前

面 道 路

の 反 対

地区名 用途の制限 容積率 建ぺい率 敷 地 面

積 の 制

限 

建 築 物

の 高 さ

の制限 

低層住

宅地区 

次の各号に掲げる建

築物以外は建築しては

ならない。 

（１） 住宅         

                  

    

（２） 共同住宅 

１０分の

１０ 

１０分の

５ 

１ ８ ０

平 方 メ

ートル 

１ ０ メ

ー ト ル

か つ 当

該 部 分

か ら 前

面 道 路

の 反 対



 

新 旧 

（３） 住宅で延べ面

積の２分の１以上を

住宅の用に供し、次

に掲げる用途を兼ね

るもの（これらの用

途に供する部分の床

面積の合計が５０平

方メートルを超える

ものを除く。） 

ア 事務所（令第１

３０条の３第１号

に掲げるものに限

る。） 

イ 日用品の販売を

主たる目的とする

店舗 

ウ 理髪店、美容院、

クリーニング取次

店、質屋、貸衣裳

屋、貸本屋その他

これらに類するサ

ービス業を営む店

舗 

側 の 境

界 線 又

は 真 北

の 敷 地

境 界 線

上 ５ メ

ー ト ル

の 高 さ

か ら １

メ ー ト

ル に つ

き１．２

５ メ ー

ト ル 上

が る 斜

線 の 内

側 に 建

築 物 を

納 め な

け れ ば

な ら な

い。 

（３） 住宅で延べ面

積の２分の１以上を

住宅の用に供し、次

に掲げる用途を兼ね

るもの（これらの用

途に供する部分の床

面積の合計が５０平

方メートルを超える

ものを除く。） 

ア 事務所（令第１

３０条の３第１号

に掲げるものに限

る。） 

イ 日用品の販売を

主たる目的とする

店舗 

ウ 理髪店、美容院、

クリーニング取次

店、質屋、貸衣裳

屋、貸本屋その他

これらに類するサ

ービス業を営む店

舗 

側 の 境

界 線 又

は 真 北

の 敷 地

境 界 線

上 ５ メ

ー ト ル

の 高 さ

か ら １

メ ー ト

ル に つ

き１．２

５ メ ー

ト ル 上

が る 斜

線 の 内

側 に 建

築 物 を

納 め な

け れ ば

な ら な

い。 



 

新 旧 

エ 学習塾、華道教

室、囲碁教室その

他これらに類する

施設 

（４） 集会所（近隣

住民の集会の用に供

するものに限る。） 

（５） 診療所（患者

の収容施設があるも

のを除く。） 

（６） 前各号の建築

物に附属するもの

（令第１３０条の５

に掲げるものを除

く。） 

低層集

合住宅

地区 

次の各号に掲げる建

築物以外は建築しては

ならない。 

（１） 共同住宅 

（２） 老人ホーム、

保育所、福祉ホーム

その他これらに類す

るもの 

１０分の

１０ 

１０分の

５ 

１ ５ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 

１ ０ メ

ー ト ル

か つ 当

該 部 分

か ら 前

面 道 路

の 反 対

側 の 境

エ 学習塾、華道教

室、囲碁教室その

他これらに類する

施設 

（４） 集会所（近隣

住民の集会の用に供

するものに限る。） 

（５） 診療所（患者

の収容施設があるも

のを除く。） 

（６） 前各号の建築

物に附属するもの

（令第１３０条の５

に掲げるものを除

く。） 

低層集

合住宅

地区 

次の各号に掲げる建

築物以外は建築しては

ならない。 

（１） 共同住宅 

（２） 老人ホーム、

保育所、福祉ホーム

その他これらに類す

るもの 

１０分の

１０ 

１０分の

５ 

１ ５ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 

１ ０ メ

ー ト ル

か つ 当

該 部 分

か ら 前

面 道 路

の 反 対

側 の 境



 

新 旧 

（３） 前各号の建築

物に附属するもの

（令第１３０条の５

に掲げるものを除

く。） 

界 線 又

は 真 北

の 敷 地

境 界 線

上 ５ メ

ー ト ル

の 高 さ

か ら １

メ ー ト

ル に つ

き１．２

５ メ ー

ト ル 上

が る 斜

線 の 内

側 に 建

築 物 を

納 め な

け れ ば

な ら な

い。 
 

（３） 前各号の建築

物に附属するもの

（令第１３０条の５

に掲げるものを除

く。） 

界 線 又

は 真 北

の 敷 地

境 界 線

上 ５ メ

ー ト ル

の 高 さ

か ら １

メ ー ト

ル に つ

き１．２

５ メ ー

ト ル 上

が る 斜

線 の 内

側 に 建

築 物 を

納 め な

け れ ば

な ら な

い。 
 

 


